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──────────────────────────────────────────── 

第５回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第５日） 

令和７年９月26日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和７年９月26日 午後１時30分開議 

日程第１ 諸般の報告 

議会関係の報告（議長） 

日程第２ 議案第60号 令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第３ 議案第61号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第４ 議案第62号 令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第５ 議案第63号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第６ 議案第64号 令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定について（町長） 

日程第７ 議案第65号 令和６年度日野町下水道事業会計決算認定について（町長） 

日程第８ 議員派遣の件 

日程第９ 閉会中の継続調査の申し出 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 諸般の報告 

議会関係の報告（議長） 

日程第２ 議案第60号 令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第３ 議案第61号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第４ 議案第62号 令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第５ 議案第63号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第６ 議案第64号 令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定について（町長） 

日程第７ 議案第65号 令和６年度日野町下水道事業会計決算認定について（町長） 
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日程第８ 議員派遣の件 

日程第９ 閉会中の継続調査の申し出 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 小 林 良 泰        ２番 小 河 久 人 

３番 坪 倉   敏        ４番 中 山 法 貴 

５番 梅 林 智 子        ６番 金 川 守 仁 

７番 松 本 利 秋        ８番 安 達 幸 博 

９番 竹 永 明 文        10番 中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 中 田 早 文  書記 ────────── 小 川 由美子 

書記 ────────── 入 澤 眞 人 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 安 達 才 智  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 杉 原 昭 二 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 三 好 達 也 

─────────────────────────────── 

午後１時３０分開議 

○議長（中原 信男君） ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に達していますので、こ

れより令和７年第５回日野町議会定例会５日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 
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─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（中原 信男君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 本町の監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報

告がありました。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 議案第６０号 から 日程第７ 議案第６５号 

○議長（中原 信男君） 日程第２、議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定

についてから、日程第７、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計決算認定についてま

での６議案を一括議題といたします。一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議がないようですので、一括議題といたします。 

 各議案につきましては、決算審査特別委員会に審査を付託しておりますので、委員会における

審査報告を求めます。 

 松本利秋決算審査特別委員会委員長。 

○決算審査特別委員会委員長（松本 利秋君） 

─────────────────────────────── 

決算審査報告書 

１ 審査事件 

 令和６年度日野町歳入歳出決算認定について 

２ 審査対象 

（１）令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算 

（２）令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

（３）令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算 

（４）令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算 

（５）令和６年度日野町簡易水道事業会計決算 

（６）令和６年度日野町下水道事業会計決算 

３ 委員会の開催状況 

 令和７年９月５日、８日、１７日、１８日、１９日、２２日の６日間 
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４ 審査結果 

（１）結果 

 賛成多数で認定すべきものと決定した。 

（２）理由 

 一般会計、３特別会計及び２事業会計の決算について、提出された関係書類を基に審査を

実施した。審査にあたっては、担当課からの聞き取り、また、必要に応じて資料の提出も求

め審査した。その結果、一般会計決算書、特別会計決算書及び実質収支に関する調書及び財

産に関する調書の計数は正確であると認められる。 

 また、簡易水道事業会計及び下水道事業会計についても、決算書、決算附属書類が関係法

令に準拠して作成されていると認められた。 

５ 会計ごとの所見 

（１）一般会計 

 決算では、翌年度へ繰越すべき財源３３，１９１，０００円を除いた実質収支が、１８３，

７６７，２５０円と黒字となっている。 

①歳入に関する事項 

 調定額４，２１２，１５４，３９７円、収入済額４，１４３，１７９，２７７円、不納欠

損額７２９，５００円、収入未済額６８，２４５，６２０円であり、収納率は９８．３６％

となっている。収入未済額は前年度と比較して４，３７２，４８０円減少している。 

 収入未済額の内訳を見ると、個人町民税が６２２，３８０円、固定資産税１１，３０４，

４４０円、住宅・改良住宅使用料２，８５２，３１３円、災害援護資金貸付金１０，１２０，

８４８円、住宅新築資金等貸付金４２，５４４，６４６円などとなっている。 

 全体で見ると滞納者数、滞納額とも昨年より減少しており徴収努力は評価できる。しかし

ながら、固定資産税、住宅新築資金等貸付金、災害援護資金貸付金については引き続き未納

額は多額である。 

 今後も町長以下職員が一丸となって、未納者個々の実態把握と新規滞納者が出ないよう早

めの納付勧奨を行い、未納額の徴収に努められたい。 

 また、徴収困難な案件の取り扱いは、町として慎重に方針を定めた上で処分することにつ

いても検討されたい。 

②歳出に関する事項 

 歳出では、事業の執行状況、効果等について審査を実施した。 
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 決算では、予算現額４，２５３，５８１，０００円に対し、支出済額は３，９２６，２２

１，０２７円、翌年度繰越額８２，３３９，０００円で翌年度繰越額を予算現額から除いた

執行率は９４．１３％であった。 

 歳出額の多い事業としては、西部広域行政管理組合負担金、生活交通確保対策事業、日野

病院組合負担金、ねんりんピック鳥取大会補助金、塵芥処理事業、地籍調査事業、金持テラ

スひの管理、義務教育学校建設事業、町債償還などが挙げられる。 

 また、道路維持一般管理事業、義務教育学校建設事業、電力・ガス・食料品等価格高騰緊

急支援給付金事業など５事業が５年度から６年度に繰越されている。 

 不用額は２４５，０２０，９７３円で翌年度へ繰り越すべき財源を除いても多額であり、

引き続き予算の査定の段階から十分精査されたい。 

 また、事業実施に当たっては、補助金等財源の確保に努めるとともに、基金等を活用した

積極的な事業実施に努められたい。 

③財産に関する事項 

 財産に関する調書についても正確と認められる。 

 しかし、基金総額は年々増加しており、基金の活用についても検討されたい。 

（２）特別会計 

①国民健康保険特別会計 

 決算での実質収支は９，４４９，８６１円で黒字となっている。 

 歳入の状況は、調定額３４４，６９３，８５４円に対し、収入済額は３２９，９４０，８

５０円、収入未済額は１４，６０４，２５６円、収納率は９５．７２％となっている。国民

健康保険税については、滞納者は減少しているものの１４８，７４８円の不納欠損処分を行

っている。また収入未済額も多額であるので徴収について努力をされたい。 

 歳出の状況は、支出済額３２０，４９０，９８９円、不用額７４，９８２，０１１円で、

執行率は８１．０４％となっている。 

 今後も健康管理に対する意識の高揚と検診受診の普及、フレイル予防の施策推進に努めら

れたい。また、国民健康保険財政調整基金について、県下の保険事業統一を見据えた効果的

な運営に努められたい。 

②介護保険特別会計 

 決算での実質収支は４１，２５８，４１４円で黒字となっている。 

 歳入の状況は、調定額５９２，９０６，４８９円に対し、収入済額も同額で収納率は１０
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０％となっており評価できる。引き続き早期の徴収に努められたい。 

 歳出の状況は、支出済額５５１，６４８，０７５円、不用額７３，１１７，９２５円で、

執行率は８８．３０％となっている。給付費の動向で不用額が発生するのは致し方ないが留

意されたい。 

 引き続き、いきいき百歳体操など介護予防の取り組みを推進するとともに給付費の抑制を

図られたい。 

③後期高齢者医療保険特別会計 

 決算での実質収支は２１２，３００円で黒字となっている。 

 歳入の状況は、調定額７０，７２３，９４７円に対し、収入済額も同額で、収納率は１０

０％となっており評価できる。 

 歳出の状況は、支出済額７０，５１１，６４７円、不用額２，７１６，３５３円で、執行

率９６．２９％となっている。 

 引き続き適正な事務処理に努められたい。 

（３）事業会計 

①簡易水道事業会計 

 簡易水道事業の財政状況にあっては、収益的収入８９，５３３，６３８円（税抜）に対し、

収益的支出は８９，６６７，３２２円（税抜）となり、１３３，６８４円の純損失が生じて

いる。 

 また、資本的収支は資本的収入５５，０８２，０００円（税込）に対し、資本的支出は６

８，０１６，０９４円（税込）となり１２，９３４，０９４円（税込）の不足が生じている

が、これは引継金等で補填されている。 

 公営企業会計への移行初年度であるが、いずれも概ね良好であると認められる。 

 経営成績については経常収支比率が１０２．９４％となっており、健全な経営の水準とさ

れる１００％を上回っている。一方で料金水準の妥当性を示す料金回収率が９９．８９％と

事業に必要な費用を料金で賄えていないことがうかがえる。繰出基準に基づき、適切に一般

会計から基準内で繰入をしつつ、基準外繰入に依存しない料金水準について、今後検討され

たい。 

 また、今後、施設の老朽化も進み更新需要の高まりが想定されることから、料金、繰入金

と事業費等のバランスを注視しつつ、引き続き適正な経営に努められたい。 

②下水道事業会計 
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 下水道事業の財政状況については、収益的収入２０６，２２２，１７９円（税抜）に対し、

収益的支出は１９４，１４６，５３２円（税抜）となっており、１２，０７５，６４７円の

純利益が得られている。 

 また、資本的収支は資本的収入７３，２３７，０００円（税込）に対し、資本的支出は７

４，１３０，４２５円（税込）となり８９３，４２５円の不足が生じているが、引継金等で

補填されている。 

 経営成績については、経常収支比率が１０７．９５％となっている。総収支比率について

も１０４．４４％と、ともに健全な経営の水準とされる１００％を上回っており、概ね良好

であると認められる。今後も使用料、繰入金と事業費等のバランスを考慮した経営と使用料

体系について慎重に検討されたい。 

６ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定による財政健全化判断比率に

ついて 

 ４指標の内、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、いずれの会計も実質収支が黒字となって

いるため問題はなく、将来負担比率は、基金の積み立ての増加などにより、マイナス数値とな

っており問題はない。 

 実質公債費比率についても、早期健全化基準の２５．０％を下回る９．５％となっている。 

 しかし、地方交付税に依存している本町は、国内の経済情勢により大きく左右されるため、

より一層の創意工夫と危機感をもって予算執行にあたられたい。 

 また、過疎債を中心とした起債の借入が年々増加している。実質公債費比率等にも影響して

くるので、基金の活用も視野に入れ、借入については十分検討されたい。 

  本委員会において、上記のとおり決定したので報告します。 

    令和７年９月２６日 

                               決算審査特別委員会 

委員長 松 本 利 秋 

 日野町議会議長 中 原 信 男 様 

─────────────────────────────── 

○議長（中原 信男君） 審査報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

 ４番、中山法貴議員。 

○議員（４番 中山 法貴君） 決算審査特別委員会の審査の中で、交流促進施設管理の審査につ
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いてお聞きします。これは、日野町交流センターリバーサイドひのの管理運営事業です。令和６

年度では、この施設が町民の交流や福祉のためを目的とした運営をするということでしたが、そ

の目的が達成できてないのではないかということで、議会からも町執行部に２度ほど提言書を出

しました。また、６年度では浴場にレジオネラ菌が発生するということもあり、そして、それを

町長が町民へ公表しないということもありました。そういったことがあった事業ですが、先日の

令和６年度決算審査特別委員会講評のときも、指摘事項にも特にこのリバーサイドひのについて

は触れられていませんでした。 

 そこで、お聞きします。この交流促進施設管理事業について、決算審査特別委員会はどういっ

た審査をして、どういった考えになったのでしょうか。 

○議長（中原 信男君） ７番、松本利秋議員。 

○決算審査特別委員会委員長（松本 利秋君） 議員が今おっしゃいましたけども、この件につい

ては議会でも度々審査をやっておりましたし、リバーサイドひのの運営につきましては、６年度

の決算審査でございますけれども、今年限りということがあったもんですので、別に取り上げて

はやりませんでした。以上でございます。 

○議長（中原 信男君） ４番、中山法貴議員。 

○議員（４番 中山 法貴君） 指定管理者との契約が６年度いっぱいということで取り上げなか

ったということなんですが、指定管理者、新たに替わりますが、決算審査というのは、未来のこ

とについてではなく、過去の……。失礼しました、先ほど間違えました。７年度で終わりという

ことで取り上げなかったということなんですが、これは過去の、決算審査というのは過去のこと、

６年度の審査ですので、そういった未来のことではなく、６年度に起こったことを審査するもの

です。そこはどのように考えて審査をされたのでしょうか。 

○議長（中原 信男君） ７番、松本利秋議員。 

○決算審査特別委員会委員長（松本 利秋君） 先ほども申し上げましたように、議員の皆さんが

そういう頭があったので、これについては特別、これまでもやってきましたし、取り上げて審査

しなかったいうことでございます。 

○議長（中原 信男君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（中原 信男君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これより討論、採決を行います。この討論、採決は、１議案ごとに行います。 
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 それでは、日程第２、議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定についての

討論を行います。 

 最初に、委員長報告に反対の討論を行います。 

 ２番、小河久人議員。 

○議員（２番 小河 久人君） 議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、反対討論をさせていただきます。 

 少子化対策の支援策として、出産・子育て応援交付金など、これらは経済的負担軽減を図るも

のであり、私は評価したいと思います。しかしながら、２点について反対であります。 

 １点目は同和関連予算についてです。いつも申していますが、少しずつの前進はありますが、

やはり同和対策事業が行われている限り、断じて容認できるものではありません。解決を望み、

公正で民主的な行政を望む立場から、同和問題を解決できるという根拠が見いだせない同和対策

はやめるべきという点から、同和対策の事業を有する決算には反対せざるを得ません。 

 ２点目は、ふるさと教育推進事業についてです。まなびや縁側の講師の入れ替わりで体制づく

りは一からやり直し、担当職員も入れ替わり、指導できない状況が続いているようです。講師の

出勤時間が開塾時間の５時間前なので、その時間を使って地域に出かけ、つながりを持ったり講

師のスキルアップ研修をもっと増やしたりしていくよう促していくべきだと感じます。 

 以上、反対討論といたします。 

○議長（中原 信男君） 次に、委員長報告に賛成の討論を行います。 

 ３番、坪倉敏議員。 

○議員（３番 坪倉  敏君） 私は令和６年のこの決算審査について、決算審査特別委員会委員

長より報告がありました、この決算認定することに賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 先ほどの決算審査報告書とは別に、５項目の指摘事項を２４日、町長以下執行部に示しており

ます。今回の決算審査特別委員会は、執行部に対し資料の請求、問題点の説明を求めたのであり

ます。また、初日の本会議において、代表監査委員より令和６年度日野町歳入歳出決算審査意見

書の報告があり、正確であると認められました。令和６年度決算では、基金残高も１億８，００

０万円積み増しされ、町の総基金残高は１年間の予算に匹敵する４０億に達する残高となってお

ります。決算審査特別委員会でも、基金の活用の要望も議員から出たほどであります。実質公債

費比率も、２５％の早期健全化基準を下回る９．５％となっております。また、町税全般の滞納

者数も前年度に比して１１名減少し、６年度滞納額も減少し、徴収努力の跡がうかがわれます。

６年度に実施された事業では、世帯向け住宅の用地購入や日野学園グラウンド改修工事、ねんり
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んピックはばたけ鳥取２０２４年日野町開催など取り組まれました。 

 以上の理由により、私は委員長報告の決算審査報告に賛成の討論といたします。以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、最初に返りまして、委員長報告に反対の討論はありますか。 

〔反対討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 委員長報告に賛成の討論はありますか。 

〔賛成討論なし〕 

○議長（中原 信男君） ないようですので、以上で討論を終わります。 

 これより、日程第２、議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定についての

採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６０号は、認定されました。 

 次に、日程第３、議案第６１号、令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての討論を行います。討論ありますか。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、日程第３、議案第６１号、令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についての採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６１号は、認定されました。 

 次に、日程第４、議案第６２号、令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての討論を行います。討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、日程第４、議案第６２号、令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 
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 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６２号は、認定されました。 

 次に、日程第５、議案第６３号、令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算

認定についての討論を行います。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、日程第５、議案第６３号、令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出

決算認定についての採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６３号は、認定されました。 

 次に、日程第６、議案第６４号、令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定についての討論

を行います。討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、日程第６、議案第６４号、令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定についての

採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６４号は、認定されました。 

 次に、日程第７、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計決算認定についての討論を

行います。討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、日程第７、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計決算認定についての採

決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 
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 お諮りいたします。本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第６５号は、認定されました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第８ 議員派遣の件 

○議長（中原 信男君） 日程第８、議員派遣の件を議題といたします。 

 今後、予定されております議員派遣の件については、お手元に配付しております文書のとおり

であります。議員派遣の件について、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、別紙のとおり決定いた

しました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第９ 閉会中の継続調査の申し出 

○議長（中原 信男君） 日程第９、閉会中の継続調査の申し出を行います。 

 総務経済常任委員会委員長、教育民生常任委員会委員長、議会広報常任委員会委員長、議会運

営委員会委員長、議会改革特別委員会委員長、再生可能エネルギー調査特別委員会委員長、議会

地方創生戦略特別委員会委員長より、調査中の事件について、お手元に配付いたしました申出書

のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。委員長申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決定をいたしました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（中原 信男君） 以上で本定例会に付議されました事件は全て終了いたしました。よって、

会議規則第７条の規定により、閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。以上で、令和７年第５回日野町議会定例会を閉会

いたします。御協力ありがとうございました。終わります。 

午後２時０８分閉会 

─────────────────────────────── 
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